
訪問リハビリテーション 及び 介護予防訪問リハビリテーション料金表 

 

１. 訪問リハビリテーション費（308 単位） 

提供時間 １割負担額 ２割負担額 ３割負担 

２０分あたり ３０８円 ６１６円 ９２４円 

４０分あたり ６１６円 １,２３２円 １,８４８円 

６０分あたり ９２４円 １,８４８円 ２,７７２円 

 

介護予防訪問リハビリテーション費（298 単位） 

提供時間 １割負担額 ２割負担額 ３割負担 

２０分あたり ２９８円 ５９６円 ８９４円 

４０分あたり ５９６円 １,１９２円 １,７８８円 

６０分あたり ８９４円 １,７８８円 ２,６８２円 

 

２. リハビリテーションマネジメント加算：介護予防除く ※１月あたり 

項目 １割負担額 ２割負担額 ３割負担 

（イ）１８０単位 
・定期的に計画を見直し、リハビリテーシ

ョンサービスを提供する 
１８０円 ３６０円 ５４０円 

（ロ）２１３単位 
・定期的に計画を見直し、リハビリテーシ

ョンサービスを提供する 

※厚生労働省に計画書等の情報を提供する 

２１３円 ４２６円 ６３９円 

（ハ）２７０単位 
・事業所医師から訪問リハビリテーション

に関する計画の説明を定期的に行う 

※上記（イ）（ロ）のいずれかに加える 

２７０円 ５４０円 810円 

 



３. 短期集中リハビリテーション実施加算（２００単位）：介護予防含む 

 １割負担額 ２割負担額 ３割負担 

1 日あたり ２００円 ４００円 ６００円 

※退院（退所）日又は訪問開始日から週２回以上訪問した場合に算定。退院（退所）日から 3 ヵ月以内が算定
期間。 
 

４. 退院時共同指導加算（６００単位）：介護予防含む 

 １割負担額 ２割負担額 ３割負担 

1 回あたり ６００円 １,２００円 1,8００円 

※病院又は診療所から退院するにあたり、訪問リハビリ事業所の職員が退院前カンファレンスに出席したあ
と、 初回の訪問リハビリテーションを行った場合に算定（1 度の入退院に対して 1 回）。 

 

５. 口腔連携支援加算（50 単位）：介護予防含む  

 １割負担額 ２割負担額 ３割負担 

1 回あたり 50 円 100円 150円 

 

♢介護保険給付外費用 

１. 交通費：当院からの直線距離にて決定 

通常の事業の実施区域を超えて（境界線）概ね往復１㎞以上超えた場合、１㎞あたり２０円とする。 
※通常の事業実施区域は一関市（旧一関市、川崎町、千厩町、東山町、花泉町）、平泉町 

２. その他の費用 

訪問リハビリテーションサービス実施に必要な居宅の水道/ｶﾞｽ/電気/電話等の費用は、利用者負担となりま
す。 

 


